別表(第2条の2、第16条～第21条、第23条関係)
1　車賃、日当、宿泊料及び食卓料
区分

車賃
(1キロメートルにつき)
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)

市長等
市長
37円
3,000円
14,800円
3,000円


その他の者
37
2,600
13,100
2,600

1級から7級までの職務にある者

37
2,200
10,900
2,200

2　交通費
区分
都の特別区及び都内の市
政令指定都市
県外の市

市長等
1,700円
1,300円
800円

1級から7級までの職務にある者
1,300
1,000
700

3　移転料
市内
鉄道
50キロメートル未満
鉄道
50キロメートル以上100キロメートル未満
鉄道
100キロメートル以上300キロメートル未満
鉄道
300キロメートル以上500キロメートル未満
鉄道
500キロメートル以上1,000キロメートル未満
鉄道
1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満
鉄道
1,500キロメートル以上

円
4万6,500
円
9万3,000
円
10万7,000
円
13万2,000
円
16万3,000
円
21万6,000
円
22万7,000
円
24万3,000

備考
路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、鉄道1キロメートルとみなす。
4　行政職給料表の各級に相当する医療職給料表の職務の級
行政職給料表
医療職給料表(1)
医療職給料表(2)
医療職給料表(3)

1級

1級・2級
1級・2級

2級

3級
3級

3級

4級
4級

4級

5級
5級

5級
1級
5級
5級

6級
2級



7級
3級



